
中 津 川 市 体 育 協 会 規 約  
 

第 １ 章  総 則  

（ 名 称 ）  

第 １ 条  本 会 は 中 津 川 市 体 育 協 会 と い う 。  

（ 事 務 所 ）  

第 ２ 条  本 会 の 事 務 所 は 、 中 津 川 市 文 化 ス ポ ー ツ 部 ス ポ ー ツ 課 内 に

置 く 。  

 

第 ２ 章  目 的 及 び 事 業  

（ 目 的 ）  

第 ３ 条  本 会 は 、 ス ポ － ツ 、 リ ク リ ェ － シ ョ ン 活 動 を 普 及 振 興 し て 、

市 民 の 体 位 向 上 を 図 り 、 ス ポ － ツ 精 神 を 養 い 、 地 域 社 会 の 発 展 に

寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 事 業 ）  

第 ４ 条  本 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） ス ポ － ツ 、 リ ク リ ェ － シ ョ ン の 普 及 、 振 興 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ） 加 盟 団 体 の 組 織 強 化 と 競 技 力 の 強 化 、 発 展 及 び 相 互 の 融 和 を

図 る こ と 。  

（ ３ ） 各 種 の 体 育 大 会 、 競 技 会 、 ス ポ － ツ 教 室 、 講 習 会 、 そ の 他 ス

ポ － ツ に 関 す る 各 種 事 業 の 実 施 及 び 援 助 に 関 す る こ と 。  

（ ４ ） ス ポ － ツ に 関 す る 審 査 、 研 究 に 関 す る こ と 。  

（ ５ ） そ の 他 本 会 の 目 的 達 成 に 必 要 な 事 業 に 関 す る こ と 。  

 

第 ３ 章  加 盟 団 体 等  

（ 支 部 ）  

第 ５ 条  本 会 は 、 東 、 南 、 西 、 苗 木 、 坂 本 、 落 合 、 阿 木 、 神 坂 、 山

口 (馬 籠 を 含 む )、 坂 下 （ 上 野 を 含 む ） 、 川 上 、 加 子 母 、 付 知 、 福

岡 （ 田 瀬 、 下 野 、 高 山 を 含 む ） 、 蛭 川 の 各 地 域 に 支 部 を 置 く 。  

（ 加 盟 団 体 ）  

第 ６ 条  本 会 は 、 次 の 団 体 を も っ て 加 盟 団 体 と す る 。  

（ １ ） 市 内 を 統 括 す る 各 種 ア マ チ ュ ア ス ポ － ツ 団 体 （ 以 下 「 競 技 団

体 」 と い う ） 。  

（ ２ ） 市 内 の 各 支 部 を 統 括 す る 団 体 （ 以 下 「 支 部 団 体 」 と い う ） 。  

（ ３ ） 中 津 川 市 体 育 指 導 委 員 会 。  

（ ４ ） 市 内 を 統 括 す る 学 校 体 育 団 体 （ 以 下 「 学 校 団 体 」 と い う ） 。  

 



（ 加 盟 ）  

第 ７ 条  本 会 に 加 盟 を 希 望 す る 団 体 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 加 盟 す  

る こ と が で き る 。  

（ 脱 会 ）  

第 ８ 条  加 盟 団 体 が 脱 会 す る と き は 、 そ の 理 由 を 付 し て 脱 会 届 を 提  

 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  本 会 は 、 加 盟 団 体 が 信 用 を 失 墜 す る 行 為 の あ っ た 時 、 又 は 本 会 の

加 盟 団 体 と し て 不 適 当 と 認 め た 時 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 脱 会 さ

せ る こ と が で き る 。  

（ 負 担 金 ）  

第 ９ 条  加 盟 団 体 は 、 別 に 定 め る 負 担 金 を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 賛 助 会 員 ）  

第 １ ０ 条  本 会 に 賛 助 会 員 を 置 く こ と が で き 、 そ の 規 程 に つ い て は

別 に 定 め る 。  

（ 加 盟 団 体 等 に 関 す る 規 程 ）  

第 １ １ 条  加 盟 団 体 等 に 関 す る 事 項 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 別 に 定

め る 。  

 

第 ４ 章  会 計  

（ 会 計 ）  

第 １ ２ 条  本 会 の 経 費 は 、 次 に 掲 げ る も の を も っ て 充 て る 。  

 (１ )  助 成 金 、 交 付 金  

 (２ )  負 担 金 及 び 会 費  

 (３ )  事 業 収 入  

 (４ )  賛 助 会 費 及 び 寄 付 金  

 (５ )  そ の 他 の 収 入  

（ 会 計 年 度 ）  

第 １ ３ 条  本 会 の 会 計 年 度 は 、 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 を

も っ て 終 わ る 。  

（ 余 剰 金 ）  

第 １ ４ 条  会 計 年 度 の 終 わ り に 余 剰 金 が あ る と き は 、 翌 年 度 に 繰 り  

越 す 。  

（ 事 業 計 画 及 び 予 算 ）  

第 １ ５ 条  本 会 の 事 業 計 画 及 び そ れ に 伴 う 予 算 は 、 常 任 理 事 会 で 編  

成 し 、 理 事 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

 



第 ５ 章   役 員 及 び 事 務 局 員  

（ 役 員 ）  

第 １ ６ 条  本 会 に 次 の 役 員 を お く 。  

 (１ )  会 長                            １ 名   

 (２ )  副 会 長                         若 干 名   

 (３ )  理 事 長                          １ 名   

 (４ )  副 理 事 長                         １ 名   

 (５ )  会 計                            １ 名   

 (６ )  常 任 理 事                 １ ５ 名   

 (７ )  理 事      競 技 団 体 代 表            各 １ 名   

             支 部 団 体 代 表          各 １ 名   

             体 育 指 導 委 員 会 代 表         ２ 名   

             学 校 団 体 代 表              １ 名   

 (８ )  監 事                          ２ 名   

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 １ ７ 条  会 長 及 び 副 会 長 は 理 事 会 で 選 出 す る 。 会 長 は 本 会 を 代 表

し て 会 務 を 統 括 す る 。 副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 事 故 あ る と き

は 、 そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

（ 理 事 長 及 び 副 理 事 長 ）  

第 １ ８ 条  理 事 長 及 び 副 理 事 長 は 、 理 事 会 の 推 薦 に よ り 会 長 が 委 嘱

す る 。 理 事 長 は 常 任 理 事 会 及 び 理 事 会 の 会 務 を 執 行 し 、 運 営 の 責

に あ た る 。 副 理 事 長 は 理 事 長 を 補 佐 し 、 理 事 長 事 故 あ る と き は そ

の 職 務 を 代 行 す る 。  

（ 会 計 ）  

第 １ ９ 条  会 計 は 理 事 会 の 推 薦 に よ り 会 長 が 委 嘱 す る 。 会 計 は 本 会 の

会 計 、 経 理 の 事 務 を 執 行 す る 。  

（ 常 任 理 事 ）  

第 ２ ０ 条  常 任 理 事 は 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 理 事 会 で 選 出 し 、 会  

長 が 委 嘱 し て 常 任 理 事 会 を 組 織 す る 。  

 (１ )  競 技 団 体 の う ち か ら               ６ 名  

 (２ )  支 部 団 体 の う ち か ら               ７ 名  

 (３ )  体 育 指 導 委 員 の う ち か ら            １ 名  

 (４ )  文 化 ス ポ ー ツ 部 ス ポ ー ツ 課 長         １ 名  

（ 理 事 ）   

第 ２ １ 条  理 事 は 、 競 技 団 体 よ り 各 １ 名 、 支 部 団 体 よ り 各 １ 名 、 体

育 指 導 委 員 会 よ り ２ 名 、 学 校 団 体 よ り １ 名 と し て 理 事 会 を 組 織 す

る 。  



（ 監 事 ）  

第 ２ ２ 条  監 事 は 、 理 事 会 で 選 出 し 会 長 が 委 嘱 す る 。 監 事 は 、 本 会

の 会 計 事 務 を 監 査 す る 。  

（ 役 員 の 任 期 ）  

第 ２ ３ 条  役 員 の 任 期 は ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 は 妨 げ な い 。  

２  役 員 は 、 そ の 任 期 満 了 後 で も 後 任 者 が 就 任 す る ま で は 、 な お そ の

職 務 を 行 う 。  

３  役 員 は 、 本 会 の 役 員 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 の あ っ た 場 合 、 又

は 特 別 の 事 情 の あ る 場 合 に は 、 そ の 任 期 中 で あ っ て も 常 任 理 事 会

及 び 、 理 事 会 の 議 決 に よ り 、 こ れ を 解 任 す る こ と が で き る 。  

４  任 期 期 間 中 に 役 員 が 退 任 し た 場 合 は 、 後 任 の 役 員 を 選 出 す る こ と

が で き る 。 後 任 役 員 の 任 期 は 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

（ 事 務 局 及 び 職 員 ）  

第 ２ ４ 条  本 会 に 事 務 を 処 理 す る た め 事 務 局 を 設 け 、 事 務 局 長 そ の

他 必 要 な 職 員 を 置 く 。  

 (１ )  事 務 局 長       １ 名  

 (２ )  庶 務          １ 名  

（ 事 務 局 長 及 び 庶 務 ）  

第 ２ ５ 条  事 務 局 長 及 び 庶 務 は 、 会 長 が 任 命 し 、 本 会 の 庶 務 の 事 務

を 行 う 。  

 

第 ６ 章   名 誉 役 員  

（ 名 誉 役 員 ）  

第 ２ ６ 条  本 会 に は 、 名 誉 役 員 と し て 顧 問 及 び 参 与 を 置 く こ と が で  

き る 。  

（ 顧 問 、 参 与 ）  

第 ２ ７ 条  顧 問 は 、 本 会 の 会 長 で あ っ た 者 、 副 会 長 で あ っ た 者 、 加

盟 団 体 長 、 体 育 ス ポ － ツ 功 労 者 及 び 有 識 者 の う ち か ら 理 事 会 の 推

薦 に 基 づ き 会 長 が 委 嘱 す る 。  

２  参 与 は 、 有 識 者 の う ち か ら 理 事 会 の 推 薦 に 基 づ き 会 長 が 委 嘱 す る 。  

３  顧 問 及 び 参 与 は 、 会 長 又 は 理 事 会 の 諮 問 に 応 じ 、 会 議 に 出 席 し て

意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

 

第 ７ 章   会 議  

（ 常 任 理 事 会 ）  

第 ２ ８ 条  常 任 理 事 会 は 理 事 会 に 提 出 す べ き 議 案 を 企 画 立 案 、 審 議

す る 。  



２  常 任 理 事 会 は 会 長 が 召 集 す る 。  

３  常 任 理 事 会 の 議 長 は 、 理 事 長 と す る 。  

（ 理 事 会 ）  

第 ２ ９ 条  理 事 会 は 本 会 の 業 務 を 審 議 し 、 議 決 す る 。  

２  理 事 会 は 毎 年 ３ 回 会 長 が 召 集 す る 。 た だ し ， 特 別 な 事 情 で 会 長 が

必 要 と 認 め た 場 合 は 臨 時 に 召 集 す る こ と が で き る 。  

３  会 長 は 理 事 の ３ 分 の ２ 以 上 か ら 会 議 に 付 議 す る 事 項 を 示 し て 請 求

の あ っ た と き は 、 臨 時 の 理 事 会 を 開 か な け れ ば な ら な い 。  

４  理 事 会 の 議 長 は 、 会 長 と す る 。  

５  理 事 会 は 、 次 の 各 号 の 事 項 を 審 議 す る 。  

 (１ )  規 約 の 改 廃  

 (２ )  加 盟 団 体 の 推 薦 及 び 承 認  

 (３ )  役 員 の 選 出 及 び 承 認  

 (４ )  予 算 、 決 算  

 (５ )  事 業 計 画  

 (６ )  そ の 他 重 要 事 項  

（ 理 事 会 の 定 足 数 ）  

第 ３ ０ 条  理 事 会 は 、 理 事 現 在 数 の ３ 分 の ２ 以 上 出 席 し な け れ ば 開

会 で き な い 。 た だ し 、 当 該 事 項 に つ い て 、 あ ら か じ め 書 面 に て 意

志 を 示 し た 者 は 出 席 者 と み な す 。  

２  理 事 が 出 席 で き な い 場 合 は 、 そ の 加 盟 団 体 の 役 員 を 代 理 出 席 さ せ

る こ と が で き る 。  

（ 理 事 会 の 議 決 ）  

第 ３ １ 条  理 事 会 の 議 決 は 、 出 席 者 の 過 半 数 を も っ て 決 定 す る 。 可  

否 同 数 の と き は 議 長 が 決 定 す る 。  

（ 議 事 録 ）  

第 ３ ２ 条  す べ て の 会 議 に は 、 議 事 録 を 作 成 し 、 議 長 及 び 出 席 者 の  

代 表 ２ 名 が 署 名 押 印 の 上 こ れ を 保 存 す る 。  

 

第 ８ 章   委 員 会  

（ 委 員 会 ）  

第 ３ ３ 条  本 会 に 第 ３ 条 の 目 的 に 定 め る 事 業 を 遂 行 す る に 必 要 な 専

門 委 員 会 を 設 け る こ と が で き る 。  

２  会 長 は 必 要 に 応 じ 教 育 委 員 、 体 育 指 導 委 員 及 び そ の 他 有 識 者 の 内

か ら 専 門 委 員 を 委 嘱 す る こ と が で き る 。  

３  委 員 会 は 、 理 事 会 よ り 付 託 さ れ た 業 務 に つ い て 審 議 し 、 理 事 会 の

承 認 を 経 て こ れ を 処 理 す る 。  

４  委 員 会 の 名 称 、 組 織 、 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 理 事 会 の 議



決 を 経 て 別 に 定 め る 。  

 

第 ９ 章   補 則  

第 ３ ４ 条  本 会 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 細 則 は 理 事 会 の 議 決

を 経 て 別 に こ れ を 定 め る 。  

 

 

  附  則  

 こ の 規 約 は 昭 和 ３ ４ 年 ４ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 規 約 は 昭 和 ５ ５ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  

 こ の 規 約 は 平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 規 約 は 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 規 約 は 平 成 １ １ 年 ７ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 規 約 は 平 成 １ ２ 年 ４ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 約 は 平 成 １ ７ 年 ２ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 約 は 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 約 は 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 約 は 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


